
提出された意見の内容とそれに対する県の考え方 

「山梨県犯罪被害者等支援条例（仮称）」（素案） 
番号 箇所 意見の内容 意見

数 
意見に対する県の考え方 

（対応方針） 
1,2 第２ 

定義 
「再被害」の記載がな
い。 
再被害についても記載
下さい。 

2 【記述済み】 
定義は、条例の全編にわたり中
心的役割を果たす用語の意義を
明らかにし、解釈上の間違いを
なくすための規定と認識してお
ります。再被害は、「更なる犯罪
等による被害」のことと考えて
おりますが、本素案では「第１９ 
安全の確保」及び「第２０ 居住
の安定」においてのみ記載して
おり、条例の全編にわたる用語
ではありません。また、解釈上の
間違いも発生しないものと考え
ておりますので、定義は不要と
考えます。 

3 第３ 
基本理
念 

「相互の緊密な連携及
び協力」とありますが、
ここに捜査機関との連
携・協力は含まれないの
でしょうか。基本理念だ
けでなく条例全般に捜
査機関が登場しないの
は、「国」「県」に含まれ
るという解釈ですか。 

1 【その他】 
本素案では、「国」及び「県」に、
検察官、山梨県警察等の捜査機
関が含まれるものと考えていま
す。 

4 第４ 
県の責
務 

「市町村が果たす役割
の重要性」とあります
が、県内の全市町村に同
様の被害者等支援条例
を制定するよう働きか
けてはどうでしょう。身
近な場所に相談できる
体制が整っていること
が必要と考えます。犯罪
被害者は、自身が被害者
であるかどうかもわか
らずに悩んでいる場合
もあるので、適切に相談
窓口へつなぐことがで
きるように各市町村と
の連携は非常に重要で
はないでしょうか。ま
た、県民への周知、啓発
も必要と思います。 

1 【その他】 
条例の運用に当たり、市町村と
の連携及び県民への周知・啓発
は不可欠と考えております。本
素案においても「第４ 県の責
務」及び「第２４ 県民の理解の
増進」において規定し、これらに
取り組むこととしております。 
具体的な取り組みについては、
今後、検討して参ります。 

5 第８ 
推進体
制の整
備 

第８推進体制の整備の
語尾が、「努めるものと
する」と記載されてい
る。一方、長野県【長野
第９条支援体制の整備】
では、「整備するものと
する」、「行うものとす
る」と記載されている。 

1 【修正加筆等意見反映】 
ご意見を踏まえ、「第８ 推進体
制の整備」の記載を次のとおり
修正します。 
「１ 県は、犯罪被害者等支援
に関し、（中略）総合的な支援体
制を整備するものとする。」 



番号 箇所 意見の内容 意見
数 

意見に対する県の考え方 
（対応方針） 

6,7 第１３ 
相談、
情報の
提供等 

「日常生活の支援」が無
い。 
被害者が事件・事故に遭
ったその日から必要と
なる日常生活支援につ
いて別の条を立てて記
載ください。 

2 【記述済み】 
日常生活の支援については、「第
１３ 相談、情報の提供等」にお
いて、「日常生活又は社会生活を
円滑に営むことができるよう、
（中略）相談に応じ、必要な情報
の提供及び助言」を行うと記載
しているほか、「第１８ 保健医
療サービス及び福祉サービスの
提供」において、「日常生活又は
社会生活を円滑に営むことがで
きるよう、（中略）必要な施策」
を講ずるものと記載しており、
これらに含まれるものと考えて
おります。 

8 第１３ 
相談、
情報の
提供等 

「弁護士の相談を受け
る機会の確保」が無い。 

1 【記述済み】 
弁護士の相談を受ける機会の確
保については、「第１３ 相談、
情報の提供等」において、「犯罪
被害者等支援に精通している者
を紹介する」と記載しており、こ
れに含まれるものと考えており
ます。 

9,10 第１５ 
経済的
負担の
軽減 

「給付金の支給」が無
い。 
経済的負担の軽減を図
るため、給付金（見舞金・
支援金）の支給を行うこ
とを書き加えてくださ
い。 

2 【実施段階検討】 
本条例は、犯罪被害者等支援に
関する施策の基本的な事項を定
めるものと認識しております。
経済的負担の軽減の具体的な内
容については、今後、検討して参
ります。 

11 第１７ 
県内に
住所を
有しな
い者等
に対す
る支援 

発生が県内であるなら、
被害者の住所がどこで
あろうと積極的に支援
を行うべきではないか
と思います。被害者の利
便性や希望により、被害
者の居住地の都道府県
と連携して対応するの
は当然かと思いました。 

1 【その他】 
県内に住所を有しない者等に対
する支援については、「第１７ 
県内に住所を有しない者等に対
する支援」においてに規定し、こ
れに取り組むこととしておりま
す。 
ご意見は、今後の参考とさせて
いただきます。 

12 第２２ 
刑事に
関する
手続及
びその
進捗状
況に関
する情
報の提
供 

刑事に関する手続き、進
捗状況を知ることも、被
害者にとっては被害回
復の一助となります。特
に被疑者が少年の場合
には、被害者側に伝えら
れる情報が非常に少な
いものとなるようです。
被疑者ばかりが守られ、
被害者側の権利が蔑ろ
にされてさらに傷つく
ことのないよう、被害者
こそ丁寧な説明と支援
が受けられるようにし
てください。被害者の手
引き等、うまく活用され
ると良いと思います。 

1 【その他】 
保護、捜査等の過程における犯
罪被害者等に対する配慮等につ
いては、「第２３ 保護、捜査等
の過程における配慮等」におい
てに規定し、これに取り組むこ
ととしております。 
刑事に関する手続及びその進捗
状況に関する情報の提供の具体
的な内容については、今後、検討
して参ります。 
 



番号 箇所 意見の内容 意見
数 

意見に対する県の考え方 
（対応方針） 

13 第２６ 
人材の
育成 

支援従事者の育成と支
援従事者に対する支援
を併記下さい。 

1 【記述済み】 
支援従事者に対する支援は、「犯
罪被害者等支援に従事する者を
育成するための研修の実施」及
び「その他必要な施策」に含まれ
るものと考えております。具体
的な内容については、今後、検討
して参ります。 

14 全体 条例全体、総じて良く練
られていると思います。 
山梨県の条例案におい
て、ありがたいな、と思
われる条文は次の通り
です。 
第 5 条、6 条、7 条が役
割では無くて責務とさ
れているのはありがた
いです 
第 16 条 大規模事案に
おける支援 
第 17 条 県内に住所を
有しない者等に対する
支援 
昨今大規模な事件・事故
が発生しており、被害者
や親族の住居地が各地
に広がっています。事件
が起きた場所によって、
あるいは住んでいる場
所によって支援に差が
出ることが無いように
するため、16条、17条は
大切と思います。 
27条 調査研究 
条例に基づいて充実し
た支援を行うために必
要と思います。 

1 【その他】 
ご意見は、今後の参考とさせて
いただきます。 

15 その他 条例を策定、施行した
後、どのように条例に基
づいた支援を行ってい
くのかが、これからの課
題かと思われます。 
条文には通常記載され
ませんが、是非、県の担
当課に被害者支援専門
職の配置をお願い致し
ます。社会福祉士や精神
保健福祉士、保健師など
の資格を持ち、相談業務
に長けている方が望ま
しいですが、非常勤でも
結構ですし、医療・福祉
分野での相談業務の経
験がある方にお願いで
きれば、良いかと思いま
す。 

1 【その他】 
ご意見は、今後の具体的な施策
を定める際に参考とさせていた
だきます。 



番号 箇所 意見の内容 意見
数 

意見に対する県の考え方 
（対応方針） 

実際の支援に当たる市
町村には専門の相談員
を置く余力が無いかと
思われますし、身近な市
町村の窓口に相談に行
くのを望まれない被害
者も多くおられます。従
って、広報、研修を行っ
ていく上でも、県に専任
の相談員を是非配置頂
きたいものです。 
既に予定されているか
もしれませんが、見舞
金・支援金制度の実施を
お願い致します。被害に
遭っても、何に困ってい
るのか把握されていな
い被害者もおられます。
支援金や見舞金は誰に
も分かり易い制度です。
申請がきっかけとなっ
て、他の支援につながる
例も多いと聞いていま
す。 
お願いが多くて恐縮で
すが、山梨県らしい条例
を制定・施行頂き、充実
した支援につながりま
すことを、切望していま
す。 

16 その他 1 日も早く具体的な支援
計画がまとまり、条例の
目的にかなう被害者支
援が実現するよう、よろ
しくお願いします。 

1 【その他】 
ご意見は、今後の参考とさせて
いただきます。 

17 その他 条例制定が他県よりも
遅れた分、県にリーダー
シップを発揮してもら
うことを期待する。 

1 【その他】 
ご意見は、今後の参考とさせて
いただきます。 

 

 


